
競輪及びオートレースのギャンブル依存症対策推進会議
において「広告・宣伝指針」が改定され、2026年2月1日
（日）より施行となります。

これに伴い、ポイントカードサービスにつきまして、事
前告知していた内容を変更し、下記日程をもちまして終了
させていただくことになりました。
何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

チャリロトプラザいわき平・郡山場外における

ポイントカードサービスにつきまして、下記日程を最終日とさ
せていただきます。

2026年1月31日（土）終了
● ポイントカードへのポイント付与
● 30ポイント、60ポイント達成時の

チャリカ＋チャージ

※2026年1月31日のいわき平プラザ・郡山プラザ営業終了時点で、
ポイントカードに残ったポイントは失効となります。

引き続きご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

重要なお知らせ

ポイントカードサービス

終了日変更のお知らせ


